
第１章　総　則

項目 頁 修正要旨

第2　計画の基本方針

1　災害に強い県土づくり

1 ・防災基本計画修正（平成28年5月）に基づく修正

4　指定地方行政機関

3 ・機関名称の修正（近畿農政局）

4 ・滋賀労働局の処理すべき事務内容の明確化

7　指定地方公共機関

6 ・機関名称の変更による修正（京阪電気鉄道株式会社）

第2　気象　（彦根地方気象台）

9
10

・適切な言い回しへの修正

11
・彦根における平均風速と最大風速、最大瞬間風速の極値（m/s）の統
計期間の更新

第3　気象と災害

15 ・雪の重さの単位修正

項目 頁 修正要旨

第1 河川対策（土木交通部、近畿地方整備局、水資源機構（琵琶湖
開発総合管理所））

18
・1 計画方針の常用漢字の変更（「はん濫」→「氾濫」）（P19にも同
様の修正あり）

第3　ため池等対策（農政水産部、県土地改良事業団体連合会）

20 ・3 事業計画　採択基準（３）イ　事業費の負担区分の変更

第1  地すべり対策（土木交通部、農政水産部、琵琶湖環境部）

23 ・2 現況 3 事業計画について、現在の実施状況に基づき修正

第2  土石流対策（土木交通部）

23
24

・1の計画方針について、文章を整理することで文意を明確化

第3  急傾斜地の崩壊対策（土木交通部）

・1の計画方針について、用語の修正

・2の現況において、急傾斜地崩壊危険区域指定箇所の箇所数、面積を
時点修正

第1節　計画の方
針

第2節　各機関の
実施責任と処理す
べき業務の大綱

第3節　地勢と気
象

第２章　災害予防計画

第１節　水害予防
計画

第2節　土砂災害
予防計画
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・3の事業計画について、用語の修正

第9  地籍調査事業（県民生活部）

28 ・2の現況において、進捗率を時点修正

第5節　気象等観
測業務計画 34 ・2の現況(4)　積雪観測所　国土交通省設置個所数の修正

36
・2 現況（１）県防災行政無線（総合政策部）について、文書を整理
することで文意を明確化

37
・3 事業計画（１）県防災行政無線（総合政策部）について、文書を
整理することで文意を明確化

第7節　火災予防
計画 38 ・3 事業計画（１）ア（イ）誤植の修正

38 ・3 事業計画（１）ウ（イ）名称の修正

第8節　建造物災
害予防計画 40 第1　建造物災害予防計画

・県民生活部の削除

第3　救助施設等整備計画(農政水産部、総合政策部、健康医療福祉
部)

43 ・2の現況(3)機関名の変更に伴う修正、新たな機関の追加

44
・3の事業計画に(6)輸送拠点と緊急輸送ネットワークの形成について
追加

第1　電力施設災害予防計画　（関西電力株式会社）

46
47

・3　事業計画（２）ウ機関名称の修正

第2　ガス施設災害予防計画　（大阪ガス株式会社・大津市企業局）

47 ・2　現況　都市ガス供給エリアの拡大による追加

第2　民有鉄道施設災害予防計画　（京阪電鉄鉄道株式会社、近江鉄
道株式会社、信楽高原鐡道株式会社、甲賀市）

50 ・2　現況　イ（ウ）踏切箇所数の修正

58 ・商工観光労働部の追加

59
60

・2 具体的施策の展開（２）キ　市　→　市町
・避難勧告等に関するガイドライン改定に伴う修正

第19節　複合災害
予防計画計画 62 ・複合災害に関する予防計画を新たに記載

第6節　通信、放
送施設災害予防計
画

第9節　防災救助
施設等整備計画

第10節　電力・ガ
ス施設災害予防計
画

第11節　鉄道施設
災害予防計画

第17節　要配慮者
の安全確保と支援
体制の強化
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項目 頁 修正要旨

第2　動員計画　(総合政策部、県総務部、県教育委員会)

67 ・実態に即した人員体制に修正

第1　災害情報通信計画　(総合政策部)

73 ・機関名の変更に伴う修正

第2　気象予警報伝達計画　（彦根地方気象台、近畿地方整備局、県
知事直轄組織、県土木交通部）

75
・キの洪水予報において、滋賀県水防計画に基づく「洪水予報の種類
等と発表基準」に表を修正

77 ・コの水位周知河川　常用漢字の変更（「はん濫」→「氾濫」）

78 ・（２）気象予警報の伝達経路　機関名の変更に伴う修正

79
80

・（３）予警報等の伝達機関における措置 イ（ア）表の修正、イ
（イ）表の修正及び注意事項の追加

第3　災害広報計画　（各機関）

81 ・２計画の内容　エ　広報手段にＬアラートを追加

第1　災害救助法の適用計画 （健康医療福祉部）

88
・5 災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう市町に委任す
る内容の明確化

第2 避難救出計画 （総合政策部、健康医療福祉部、県警察、土木交
通部、陸上自衛隊第3戦車大隊）

・教育委員会の追加

・2 計画の内容（１）内閣府作成の「避難勧告等の判断・伝達マニュ
アルガイドライン」が「避難勧告等に関するガイドライン」に改正さ
れたことに伴う修正

・「避難勧告等に関するガイドライン」により避難情報の名称変更が
行われたことによる修正 （「避難準備情報」 → 「避難準備・高
齢者等避難開始」 「避難指示」 → 「避難指示」（緊急））
（P91,P93,P94にも同様の修正あり）

94 ・2 計画の内容（５）ア　法改正により定められた学校種を追記

95
96

・2 計画の内容（９）イ　避難者名簿について追記

第7　住宅対策計画 （土木交通部、健康医療福祉部）

100 ・2 計画の内容（１）　誤植の修正

第1節　防災組織
整備計画

第2節　情報計画

第4節　災害救助
保護計画

90

第３章　災害応急対策計画
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第8節　災害廃棄
物処理計画

1　計画方針、 2 計画内容　3　し尿処理計画

125-
130

・環境省「災害廃棄物対策指針」および「大規模災害発生時における
災害廃棄物対策行動指針」、滋賀県「滋賀県災害廃棄物広域処理調整
マニュアル」を踏まえ見直し

第9節　通信・放
送施設応急対策計

131
第1 通信施設応急対策計画（西日本電信電話株式会社滋賀支店、総
合政策部）

・2 計画の内容　（１）イ　通信施設が被災した場合の措置を追記

6 関西広域連合との連携

140 ・文書を整理することで文意を明確化

7 公共団体との協力体制

142 【新たに締結した協定書の追加】

・災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括
書（日本建設業連合会関西支部、近畿地方整備局、近畿2府5県3市、水
資源機構、４高速道路株式会社）

・災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書（石油連盟）

【協定内容の見直しによる追加、修正】

・災害時における滋賀県公共土木施設等の緊急災害応急対策業務に
関する協定書（滋賀県測量設計技術協会）（見直し）

・災害時における滋賀県公共土木施設等の緊急災害応急対策業務に
関する協定書（滋賀県建設コンサルタント協会）

・機関名称の修正

第17節　災害警備
計画 152

・2 計画の内容 （２）ア（ウ）滋賀県警察災害警備計画との整合を
図るため修正

第20節　事前行動
計画 159 ・現状に基づき表現を修正

項目 頁 修正要旨

第2節　災害復旧
事業に伴う財政援
助および助成計画

165 ・2 計画の内容（２）エ（ア）法令との整合を図るための修正

第2　被災者生活再建支援金の支給計画

・滋賀県被災者生活再建支援制度の制定に基づく修正

第5節　被災者等
への支援計画

170-
174

第13節　相互協力
計画

第４章　災害復旧計画
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